
令和８年３月２日 

 

お客さま各位 

 

佐野ガス株式会社 

 

 

ガス小売供給約款およびガス小売選択約款の一部改定について 

＜都市ガス 栃木県佐野市エリア＞ 

 

 

日頃より、佐野ガスをお使いいただきまして、誠にありがとうございます。 

 

このたび、弊社のガス仕入先である株式会社ＩＮＰＥＸ ＪＡＰＡＮが、毎年増加する天然ガ

ス需要に対応して安定供給を更に図るため、国産天然ガスに加えて混入しているＬＮＧの割合を

引き上げることになりました。 

その変更にともない、毎月変動する原料費調整に用いる基準平均原料価格および平均原料価格

に係る係数を変更し、ガス小売供給約款およびガス小売選択約款を改定いたします。 

 

なお、今回の改定では、基本料金および基準単位料金の変更はございません。 

 

記 

 

■現行 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

  ３４，０８０円（平成２８年５月～７月の平均原料価格） 

② 平均原料価格に用いる係数 

  平均原料価格 

＝ トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９６８９ 

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパンのみ）平均価格×０．０３１７ 

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパン・ブタン）平均価格×０．０１１９ 

③ 調整単位料金の算出に用いる調整単価 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金±０．０７５円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率） 

 

■変更後 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

  ３４，０５０円（平成２８年５月～７月の平均原料価格） 

② 平均原料価格に用いる係数 

  平均原料価格 

＝ トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９５１７ 

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパンのみ）平均価格×０．０４４１ 

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパン・ブタン）平均価格×０．０１３４ 

③ 調整単位料金の算出に用いる調整単価 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金±０．０７６円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率） 

 

■実施時期 令和８年４月１日より 

 

以上 


